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寒 川町 基準 該当居 宅サ ービ ス事 業者及 び基 準該 当居 宅介護 支援 事業 者の 登録等 に関 す

る 規則 新旧 対照表  

現 行  改 正案  

～ 略～  ～ 略～  

(基 準該当 居宅 サー ビス に係 る登 録 ) (基 準該当 居宅 サー ビス に係 る登 録 ) 

第 2条  法 第 4 2条 第 1項 第 2号 に 係 る 特 例

居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 又 は 法 第 5 4条 第 1項

第 2号 に 係 る 特 例 居 宅 支 援 サ ー ビ ス 費

(以 下 「 特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 等 」 と

い う 。)の支 給は 、法第 41条 第 1項に 規定

す る 居 宅 要 介 護 被 保 険 者 又 は 法 第 5 3条

第 1項 に 規 定 す る 居 宅 要 支 援 被 保 険 者

(以 下「居 宅要 介護 等被 保険 者」という 。)

が、基準 該当 居宅サ ービ スの 事業 を行う

者 とし て、こ の規則 の規 定に より 登録を

受 け た 者 (以 下 「 基 準 該 当 居 宅 サ ー ビ ス

事 業 者 」 と い う 。 )に よ り 行 わ れ る 基 準

該 当 居 宅 サ ー ビ ス の 提 供 を 受 け た 場 合

に 行う もの とする 。  

第 2条  法 第 4 2条 第 1項 第 2号 に 係 る 特 例

居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 又 は 法 第 5 4条 第 1項

第 2号 に 係 る 特 例 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費

(以 下 「 特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 等 」 と

い う 。)の支 給は 、法第 41条 第 1項に 規定

す る 居 宅 要 介 護 被 保 険 者 又 は 法 第 5 3条

第 1項 に 規 定 す る 居 宅 要 支 援 被 保 険 者

(以 下「居 宅要 介護 等被 保険 者」という 。)

が、基準 該当 居宅サ ービ スの 事業 を行う

者 とし て、こ の規則 の規 定に より 登録を

受 け た 者 (以 下 「 基 準 該 当 居 宅 サ ー ビ ス

事 業 者 」 と い う 。 )に よ り 行 わ れ る 基 準

該 当 居 宅 サ ー ビ ス の 提 供 を 受 け た 場 合

に 行う もの とする 。  

2・ 3 （略 ）  2・ 3 （略 ）  

(基 準 該 当 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 に 対 す る

特 例居 宅介 護サー ビス 費等 の支 給 ) 

(基 準 該 当 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 に 対 す る

特 例居 宅介 護サー ビス 費等 の支 給 ) 

第 3条  （ 略）  第 3条  （ 略）  

2～ 4 （略 ）  2～ 4 （略 ）  

5 基準該 当居 宅サ ービ ス事 業者 は、その

提 供 し た 基 準 該 当 居 宅 サ ー ビ ス に つ い

て 、 第 1項 の 規 定 に よ り 当 該 サ ー ビ ス の

提 供 を 受 け た 居 宅 要 介 護 等 被 保 険 者 に

代 わり、特例 居宅介 護サ ービ ス費 等の支

払 を町 長よ り受け る場 合は、当該 サービ

ス を 提 供 し た 際 に 当 該 居 宅 要 介 護 等 被

保 険 者 か ら 利 用 料 の 一 部 と し て 、 法 第 4

2条 第 3項 又 は 法 第 5 4条 第 3項 に 規 定 す る

厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に よ り 算 定

し た 費 用 の 額 (そ の 額 が 現 に 当 該 基 準 該

当 居 宅 サ ー ビ ス に 要 し た 費 用 (基 準 該 当

通 所 介 護 (居 宅 サ ー ビ ス 基 準 省 令 第 1 0 6

条 第 1項 に 規 定 す る 基 準 該 当 通 所 介 護

(居 宅 サ ー ビ ス 基 準 省 令 第 1 0 6条 第 1項 に

規 定 す る 基 準 該 当 通 所 介 護 を い う 。 )に

要 した 費用 につい ては、介護 保険 法施行

5 基準該 当居 宅サ ービ ス事 業者 は、その

提 供 し た 基 準 該 当 居 宅 サ ー ビ ス に つ い

て 、 第 1項 の 規 定 に よ り 当 該 サ ー ビ ス の

提 供 を 受 け た 居 宅 要 介 護 等 被 保 険 者 に

代 わり、特例 居宅介 護サ ービ ス費 等の支

払 を町 長よ り受け る場 合は、当該 サービ

ス を 提 供 し た 際 に 当 該 居 宅 要 介 護 等 被

保 険 者 か ら 利 用 料 の 一 部 と し て 、 法 第 4

2条 第 3項 又 は 法 第 5 4条 第 3項 に 規 定 す る

厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に よ り 算 定

し た 費 用 の 額 (そ の 額 が 現 に 当 該 基 準 該

当 居 宅 サ ー ビ ス に 要 し た 費 用 (基 準 該 当

通 所 介 護                            

                                ( 居

宅 サ ー ビ ス 基 準 省 令 第 1 0 6条 第 1項 に 規

定 す る 基 準 該 当 通 所 介 護 を い う 。 )に 要

し た費 用に ついて は、介 護保 険法 施行規
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規 則 (平 成 1 1年 厚 生 省 令 第 3 6号 )第 6 1条

第 1号 又 は 第 8 4条 第 1号 に 規 定 す る 日 常

生 活 に 要 す る 費 用 を 除 く 。 )の 額 を 超 え

る とき は 、当 該現に 基準 該当 居宅 サービ

ス に 要 し た 費 用 の 額 と す る 。 )か ら 当 該

基 準 該 当 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 に 支 払 わ

れ る 特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 等 の 額 を

控 除 し て 得 ら れ る 額 の 支 払 を 受 け る も

の とす る。  

則 (平 成 11年 厚 生 省 令 第 36号 )第 61条 第 1

号 又 は 第 8 4条 第 1号 に 規 定 す る 日 常 生 活

に 要 す る 費 用 を 除 く 。 )の 額 を 超 え る と

き は、当 該現 に基準 該当 居宅 サー ビスに

要 し た 費 用 の 額 と す る 。 )か ら 当 該 基 準

該 当 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 に 支 払 わ れ る

特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 等 の 額 を 控 除

し て 得 ら れ る 額 の 支 払 を 受 け る も の と

す る。  

6 特例居 宅介 護サ ービ ス費 等の 額は 、法

第 4 2条 第 3項 又 は 法 第 5 4条 第 3項 に 規 定

す る 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に よ り

算 定 し た 費 用 の 額 の 100分 の 90         

                                   

                                   

                                   

                                   

        に 相当す る額 とす る。  

6 特例居 宅介 護サ ービ ス費 等の 額は 、法

第 4 2条 第 3項 又 は 法 第 5 4条 第 3項 に 規 定

す る 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に よ り

算 定 し た 費 用 の 額 の 1 0 0分 の 9 0 (法 第 4 9

条 の 2第 1項 又 は 第 5 9条 の 2第 1項 の 規 定

が 適 用 さ れ る 場 合 に あ つ て は 1 0 0分 の 8

0、 法 第 49条 の 2第 2項 又 は 第 5 9条 の 2第 2

項 の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 に あ つ て は 1

00分の 70)に相 当す る額 とす る。  

7 （略）  7 （略）  

(基 準該当 居宅 介護 支援 に係 る登 録 ) (基 準該 当 居宅 介護 支援 に係 る登 録 ) 

第 4条  法 第 4 7条 第 1項 第 1号 に 係 る 特 例

居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 費 又 は 法 第 5 9条

第 1項 第 1号 に 係 る 特 例 居 宅 支 援 サ ー ビ

ス 計 画 費 (以 下 「 特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス

計 画 費 等 」 と い う 。 )の 支 給 は 、 居 宅 要

介 護等 被保 険者が、基準 該当 居宅 介護支

援 の事 業を 行う者 とし て、こ の規 則の規

定 に よ り 登 録 を 受 け た 者 (以 下 「 基 準 該

当 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 」 と い う 。 )に よ

り 行 わ れ る 基 準 該 当 居 宅 介 護 支 援 の 提

供 を受 けた 場合に 行う もの とす る。  

第 4条  法 第 4 7条 第 1項 第 1号 に 係 る 特 例

居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 費 又 は 法 第 5 9条

第 1項 第 1号 に 係 る 特 例 介 護 予 防 サ ー ビ

ス 計 画 費 (以 下 「 特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス

計 画 費 等 」 と い う 。 )の 支 給 は 、 居 宅 要

介 護等 被保 険者が、基準 該当 居宅 介護支

援 の事 業を 行う者 とし て、こ の規 則の規

定 に よ り 登 録 を 受 け た 者 (以 下 「 基 準 該

当 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 」 と い う 。 )に よ

り 行 わ れ る 基 準 該 当 居 宅 介 護 支 援 の 提

供 を受 けた 場合に 行う もの とす る。  

2・ 3 （略 ）  2・ 3 （略 ）  

(基 準 該 当 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 に 係 る 登

録 の申 請 ) 

(基 準 該 当 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 に 係 る 登

録 の申 請 ) 

～ 略～  ～ 略～  

第 6条  （ 略）  第 6条  （ 略）  

2 （略）  2 （略）  

3  訪 問 入 浴 介 護 に 係 る 基 準 該 当 居 宅 サ

ー ビ ス 事 業 者 の 登 録 を 受 け よ う と す る

者 は、第 1項 に規 定する 提出 書類 に加え 、

次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書 類 を 添 付

3  訪 問 入 浴 介 護 に 係 る 基 準 該 当 居 宅 サ

ー ビ ス 事 業 者 の 登 録 を 受 け よ う と す る

者 は、第 1項 に規 定する 提出 書類 に加え 、

次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書 類 を 添 付
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し て町 長に 提出し なけ れば なら ない。  し て町 長に 提出し なけ れば なら ない。  

(1)・ (2) （略）  (1)・ (2) （略）  

( 3 ) 居 宅 サ ー ビ ス 基 準 省 令 第 5 8条 に よ

り 準 用 さ れ る     第 5 1条 の 協 力 医 療

機 関 の 名 称 及 び 診 療 科 名 並 び に 当 該

協 力医 療機 関との 契約 の内 容  

( 3 ) 居 宅 サ ー ビ ス 基 準 省 令 第 5 8条 に よ

り 準 用 さ れ る 同 令 第 5 1条 の 協 力 医 療

機 関 の 名 称 及 び 診 療 科 名 並 び に 当 該

協 力医 療機 関との 契約 の内 容  

4・ 5 （略 ）  4・ 5 （略 ）  

6  福 祉 用 具 貸 与 に 係 る 基 準 該 当 居 宅 サ

ー ビ ス 事 業 者 の 登 録 を 受 け よ う と す る

者 は、第 1項 に規 定する 提出 書類 に加え 、

次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書 類 を 添 付

し て町 長に 提出し なけ れば なら ない。  

6  福 祉 用 具 貸 与 に 係 る 基 準 該 当 居 宅 サ

ー ビ ス 事 業 者 の 登 録 を 受 け よ う と す る

者 は、第 1項 に規 定する 提出 書類 に加え 、

次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書 類 を 添 付

し て町 長に 提出し なけ れば なら ない。  

(1)・ (2) （略）  (1)・ (2) （略）  

( 3 )  法 第 7条 第 1 7項 に 規 定 す る 福 祉 用

具 の 保 管 及 び 消 毒 の 方 法 (居 宅 サ ー ビ

ス 基 準 省 令 第 2 0 6条 の 規 定 に よ り 準 用

さ れ る 第 2 0 3条 第 3項 前 段 の 規 定 に よ

り 保 管 又 は 消 毒 を 委 託 等 に よ り 他 の

事 業者 に行 わせる 場合 にあ つて は、当

該 他 の 事 業 者 の 名 称 及 び 主 た る 事 務

所 の 所 在 地 並 び に 当 該 委 託 等 に 関 す

る 契約 の内 容 ) 

( 3 )  法 第 8条 第 1 2項 に 規 定 す る 福 祉 用

具 の 保 管 及 び 消 毒 の 方 法 (居 宅 サ ー ビ

ス 基 準 省 令 第 2 0 6条 の 規 定 に よ り 準 用

さ れ る 第 2 0 3条 第 3項 前 段 の 規 定 に よ

り 保 管 又 は 消 毒 を 委 託 等 に よ り 他 の

事 業者 に行 わせる 場合 にあ つて は、当

該 他 の 事 業 者 の 名 称 及 び 主 た る 事 務

所 の 所 在 地 並 び に 当 該 委 託 等 に 関 す

る 契約 の内 容 ) 

～ 略～  ～ 略～  

(登 録等 ) (登 録等 ) 

第 8条  町 長 は 、 第 6条 に 規 定 す る 基 準 該

当 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 に 係 る 登 録 の 申

請 又 は 第 7条 に 規 定 す る 基 準 該 当 居 宅 介

護 支 援 事 業 者 に 係 る 登 録 の 申 請 が あ つ

た とき は、その 内容を 審査 し、当該 登録

を 受け よう とする 者が、基準 該当 居宅サ

ー ビ ス 事 業 者 又 は 基 準 該 当 居 宅 介 護 支

援 事 業 者 (以 下 「 基 準 該 当 サ ー ビ ス 事 業

者 」 と い う 。 )と し て の 基 準 を 満 た し て

い ると 認め るとき は、基 準該 当事 業所番

号 の付 番を 受ける ため、次に 掲げ る情報

を 神奈 川県 知事に 提供 する もの とする。 

第 8条  町 長 は 、 第 6条 に 規 定 す る 基 準 該

当 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 に 係 る 登 録 の 申

請 又 は 前 条  に 規 定 す る 基 準 該 当 居 宅 介

護 支 援 事 業 者 に 係 る 登 録 の 申 請 が あ つ

た とき は、その 内容を 審査 し、当該 登録

を 受け よう とする 者が、基準 該当 居宅サ

ー ビ ス 事 業 者 又 は 基 準 該 当 居 宅 介 護 支

援 事 業 者 (以 下 「 基 準 該 当 サ ー ビ ス 事 業

者 」 と い う 。 )と し て の 基 準 を 満 た し て

い ると 認め るとき は、基 準該 当事 業所番

号 の付 番を 受ける ため、次に 掲げ る情報

を 神奈 川県 知事に 提供 する もの とする。 

(1)～ (7) （略）  (1)～ (7) （略）  

2 （略）  2 （略）  

～ 略～  ～ 略～  

 附  則  
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 (施 行期日 ) 

 1 この規 則は 、 公 布の 日か ら施 行する 。  

 (経 過措置 ) 

2  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 行 わ れ た こ

の 規 則 に よ る 改 正 前 の 寒 川 町 基 準 該 当

居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 及 び 基 準 該 当 居 宅

介 護 支 援 事 業 者 の 登 録 等 に 関 す る 規 則

第 3条 第 6項 の 規 定 に よ る 特 例 居 宅 介 護

サ ービ ス費 等の額 につ いて は、な お従前

の 例に よる 。  

 


